
論点（案） 
 
 
１．障害者雇用促進制度における障害者の範囲について 
 
（１）障害者雇用促進制度における障害者の範囲についてどのように

考えるか。特に、障害者雇用促進法第２条第二号から第六号まで
に規定する身体障害者、知的障害者、精神障害者以外の障害者に
ついてどのように考えるか。 

 
（２）障害者雇用促進制度における障害者の範囲を就労の困難さに視

点を置いて見直すことについてどのように考えるか。（障害者雇
用促進法第２条の障害者は、就労の困難さに視点が置かれたもの
となっているか。） 

 
 
２．雇用率制度における障害者の範囲等について 
 
（１）雇用義務制度の趣旨・目的を踏まえ、雇用率制度における障害

者の範囲をどのように考えるか。 
 
（２）雇用義務の対象範囲について、精神障害者を雇用義務の対象と

することについて、どのように考えるか。雇用義務の対象とする
場合、その範囲及び確認方法はどのようなものとすべきか。 

 
（３）その他、雇用義務の対象とする範囲、確認方法等についてどの

ように考えるか。また、雇用義務の対象にならない障害者の雇用
促進のためにどのような施策が必要か。 

 
 
３．雇用率制度に関するその他の論点 
 
（１）重度障害者の範囲についてどのように考えるか。ダブルカウン

ト制は、積極的差別是正措置として、引き続き存続することとし
て良いか。また、存続させる場合に改善すべきことはあるか。 

 
（２）特例子会社制度については、積極的差別是正措置として、引き

続き存続することとして良いか。また、存続させる場合に改善す
べきことはあるか。 

 
（３）その他、派遣労働者の取扱い等の雇用率制度における取扱いの

見直し等についてどのように考えるか。 
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